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大阪市の地域福祉を守る会事務局　宮下　砂生さん
大阪市の「市政改革プラン」は、〝まちこわし・地域福祉の絆こわしプラン〟

福島で生き続けて
福祉現場で働き続けるために
　　――メンタルヘルスと若手職員の声
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少年更生と福祉
《社会包摂への挑戦》
児童自立支援施設・少年院・更生保護施設の実践
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こんな情勢だからこそ 

社会保障・社会福祉の 

〝そもそも〟を問いかけたい！ 
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　雨が降り始め、シートを被りながらの座り込みが2012年12月17日から19日まで、寒さの
中で続いた。例年行っているとはいえ、年を重ねるごとに３日間の座り込みは厳しくなる。
　霞が関の人たちは、遠巻きに見ている。通行する人たちは、非常に関心を持って見守ってい
るようだ。私（下野）もマイクを握って激励してしまった。

高齢者が安心してくらし、
住める日本を取り戻す！

──厚生労働省前で高齢者が２泊３日の座り込み──



　衆議院選挙の翌日（2012年12月17日）、全国老後保障地域団体連絡会（上
かみつぼひかり

坪陽代表委員）
と東京都老後保障推進協会（城

しろ た

田尚
なおひこ

彦会長）は、政府へ要求を申し入れた。午後１時30分、
厚生労働大臣に17項目の高齢者予算要求書を提出。「高齢者が安心して、平和に暮らせる日本
を保障せよ！」という要求と願いは、厚労省前での座り込みへ続く。投票日翌日とあって霞が
関界隈は何かピリピリしている。天候も曇りから雨に変わってきた。しかし、座り込む人たち
には、それぞれの思いと託された願いがある。（要望書を携えて厚労省に向かうメンバーたち）



　茨城県水戸市から参加した若
わかばやしひとし

林均さ
ん（77歳）は、「この年齢で年間20万
円もの国民健康保険料はひどすぎる。
国は医療にお金を支出するべきだ。国
保への補助金を削り、地方自治体も財
政が厳しい中での運営だ。しっかりと
考えてほしい」と要望した。



国
民
の
予
算
要
求
座
り
込
み
宣
言
（
原
文
マ
マ
）

わ
た
く
し
達
は
座
り
込
む
。

政
治
の
寒
風
に
耐
え
て
座
り
込
む
。

高
齢
者
い
の
ち
と
暮
ら
し
と
人
生
を
守
る
た
め
に
。

わ
た
く
し
達
は
座
り
込
む
。

よ
り
良
い
明
日
を
願
っ
て
座
り
込
む
。

子
ど
も
と
孫
と
す
べ
て
の
人
た
ち
の
た
め
に
。

戦
争
と
大
震
災
で
奪
わ
れ
た

無
数
の
仲
間
た
ち
の
魂
よ
。

今
こ
そ
　
と
も
に
座
り
こ
も
う
！

生
き
て
た
時
の
生
き
て
た
ま
ま
に
。

わ
た
く
し
た
ち
は
座
り
込
む
。

貧
困
と
格
差
も
な
く
せ
と
座
り
こ
む
。

平
和
と
民
主
主
義
を
守
る
た
め
に
。

（写真・文　下野祇園）
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大阪市の「市政改革プラン」は、
〝まちこわし・地域福祉の
　　　　　　 絆こわしプラン〟
──今、地方自治体と社協の役割を考える──

大阪市の地域福祉を守る会事務局　宮
みやした

下　砂
すなお

生さん

橋
下
市
長
誕
生
の
翌
年
、
二
〇
一
二
年
七
月
大
阪
市
議
会
で
、
三
年
で
三
九
四
億
円
予
算
を
削
減
す
る

「
市
政
改
革
プ
ラ
ン
」
が
可
決
さ
れ
、
大
阪
市
（
区
）
社
会
福
祉
協
議
会
へ
の
交
付
金
は
補
助
金
化
さ
れ

た
う
え
二
五
％
削
減
と
な
り
、
四
年
後
の
廃
止
ま
で
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
域
（
福
祉
）
の
各
事
業

は
低
予
算
化
さ
れ
、
質
の
維
持
・
発
展
が
確
保
し
に
く
い
水
準
で
現
在
、「
公
募
」
選
定
が
次
々
と
行
わ

れ
て
お
り
、〝
非
正
規
化

≒

官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
〟
が
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
ま
す
。

二
〇
一
三
年
四
月
に
は
、
地
域
生
活
支
援
ワ
ー
カ
ー
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー･

ソ
ー
シ
ャ
ル･

ワ
ー
カ
ー
）

が
現
在
の
一
二
八
名
か
ら
二
四
名
へ
と
約
一
〇
〇
名
も
減
ら
さ
れ
、
公
募
実
施
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
小

学
校
区
ご
と
の
見
守
り
支
援
員
で
も
あ
る
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
推
進
員
（
市
補
助
金
に
よ
り
地
域
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
委
員
会
が
雇
用
す
る
常
勤
職
員
）
も
、
市
事
業
と
し
て
は
三
一
六
名
全
員
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

こ
の
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
推
進
員
は
、
老
人
憩
い
の
家
に
平
日
に
常
勤
し
、
地
域
住
民
で
あ
る
地
域

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
委
員
と
協
力
し
て
地
域
の
高
齢
者
な
ど
を
見
守
り
、
相
談
支
援
や
専
門
職
・
サ
ー
ビ
ス
に

つ
な
げ
る
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
橋
下
市
長
が
市
の
あ
り
方
検
討
の
場
で
「（
地
域
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
委
員
に
）〝
輪
番
制
〟
で
会
館
に
詰
め
て
も
ら
え
ば
お
金
も
か
か
ら
な
い
」
と
発
言
し
、
廃
止
方

向
が
決
め
ら
れ
た
の
で
す
。
推
進
員
の
働
き
ぶ
り
を
よ
く
知
る
町
会
長
さ
ん
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
委
員
さ
ん

た
ち
は
、「
私
た
ち
が
今
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
は
無
駄
だ
と
言
う
の
か
」「
市
が
適
当
な
も
の
で
よ
い
と

言
う
な
ら
、
他
の
誰
か
が
や
れ
ば
い
い
」
と
、
長
年
の
取
り
組
み
を
い
と
も
簡
単
に
切
り
捨
て
る
市
長
の

方
針
に
怒
り
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
下
が
っ
て
い
ま
す
。

一
区
一
名
に
さ
れ
る
地
域
生
活
支
援
ワ
ー
カ
ー
の
問
題
と
併
せ
、「
誰
も
が
人
と
し
て
安
心
し
て
生
活

し
て
い
く
」
た
め
の
支
援･

役
割
を
今
後
誰
が
担
う
の
か
が
、
今
の
ま
ま
で
は
見
え
ま
せ
ん
。
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よしなが　あつし
1955年生。1982年から24年間、京都市役所で生活保護ケース
ワーカーをはじめ福祉事務所を中心に働く。2006年度から花園
大学に移り、貧困問題、生活保護制度、ケースワーク等を担当。
著書に『生活保護の争点』（高菅出版）ほか多数。

地
域
福
祉
施
設
も
、
二
〇
一
四
年
度
に
、
子
育
て
い
ろ
い
ろ
相
談
セ
ン
タ
ー
は
廃
止
、
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
（
二
六
館
か
ら
一
八
館
に
）
や
子
ど
も･

子
育
て
プ
ラ
ザ
（
二
四
か
所
か
ら
一
八
か
所
に
）
な
ど
は

約
三
〇
％
削
減
さ
れ
る
な
ど
、
市
民
の
た
め
の
福
祉
施
設
や
サ
ー
ビ
ス
が
身
近
な
地
域
か
ら
ま
す
ま
す
遠

の
き
ま
す
。

市
政
改
革
プ
ラ
ン
は
、「
自
己
責
任･

共
助
」
の
強
調
と
ビ
ジ
ネ
ス
化
（
Ｃ
Ｂ
／
Ｓ
Ｂ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ビ
ジ
ネ
ス
／
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
）
の
活
用
で
市
民
の
暮
ら
し
・
福
祉
施
策
と
「
公
助
」
予
算
を
切
り
捨

て
る
路
線
で
、
地
方
自
治
法
が
定
め
る
「
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
基
本
」
と
し
な
い
自
治
体

づ
く
り
（
ま
ち
こ
わ
し
）
で
す
。
こ
れ
に
反
対
し
、
地
域
福
祉
の
拡
充
、
民
主
的
な
地
域
活
動
の
発
展
を

め
ざ
し
て
「
大
阪
市
の
地
域
福
祉
を
守
る
会
」（
代
表
世
話
人
に
中な
か
や
ま
と
お
る

山
徹
奈
良
女
子
大
学
教
授
な
ど
）
が
結
成

さ
れ
ま
し
た
。
事
務
局
を
全
国
福
祉
保
育
労
働
組
合
大
阪
地
方
本
部
に
置
き
、
こ
れ
ま
で
市
長
宛
の
署
名

活
動
や
地
域
社
協
役
員･

町
会
長
さ
ん
訪
問
、
宣
伝
、
市
交
渉
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
に
取
り
組
み
、
昨

年
一
一
月
に
は
書
籍
『
橋
下
維
新
が
地
域
の
福
祉
・
医
療
を
こ
わ
す
』（
中
山
徹
・
宮
下
砂
生
・
大
阪
市
の

地
域
福
祉
を
守
る
会
編
、
自
治
体
研
究
社
）
を
発
行
。

総
論
と
社
会
福
祉
協
議
会
・
ま
ち
づ
く
り
・
保
育
・

生
活
保
護
・
医
療
・
赤
バ
ス
の
課
題
等
に
つ
い
て
問

題
提
起
し
ま
し
た
。

市
民
の
福
祉
要
求･

願
い
を
掲
げ
、
人
に
や
さ
し

い
大
阪
市
政
を
取
り
戻
す
た
た
か
い
は
ま
だ
ま
だ
続

き
ま
す
。
学
ぶ
こ
と
を
武
器
に
、
力
に
し
て
！

みやした　すなお
大阪市の地域福祉を守る会事務局、全国福祉保育労働組合大阪
地方本部大阪市社会福祉協議会分会書記長（大阪市社会福祉協
議会職員・大阪市立東成区老人福祉センター勤務）。趣味：釣
り・映画鑑賞・「快獣ブースカ」グッズのコレクション

定価1260円。お申込みは、
大阪市の地域福祉を守る会
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『
犯
罪
白
書
─
─
少
年
・
若
年
犯
罪
者
の
実
態
と
再
犯
防
止
』（
二
〇
一
一
年
版
）
は
、

少
年
院
出
院
者
を
対
象
に
、
出
院
後
の
刑
事
処
分
の
有
無
に
関
す
る
追
跡
調
査
（
二
〇

〇
四
年
一
月
～
三
月
の
間
に
全
国
の
少
年
院
を
出
院
し
た
、
出
院
時
一
八
歳
・
一
九
歳
の
者

六
四
四
人
が
対
象
。
男
子
九
四
・
一
％
、
女
子
五
・
九
％
。
調
査
内
容
は
、
出
院
後
の
犯
行

の
有
無
及
び
そ
の
状
況
）
を
行
い
、少
年
院
出
院
者
の
犯
罪
の
実
態
、そ
の
要
因
と
特
徴
、

非
行
少
年
・
若
年
者
に
対
す
る
意
識
調
査
、
内
的
意
識
の
特
徴
を
分
析
し
、
少
年
・
若

年
犯
罪
者
の
処
遇
の
充
実
に
向
け
た
展
望
を
試
み
た
、
と
し
て
い
ま
す
（
白
書
全
文
は

法
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
閲
覧
で
き
ま
す
）。

同
白
書
を
読
む
と
、

①
少
年
に
よ
る
一
般
刑
法
犯
（
道
路
上
の
交
通
事
故
に
関
わ
る
危
険
運
転
致
死
傷
を
除

く
）
検
挙
人
員
の
人
口
比
の
推
移
は
、
近
年
、
年
少
少
年
及
び
触し

ょ
く
ほ
う法少
年
の
構
成
比
が

高
ま
り
、
家
庭
裁
判
所
に
よ
る
児
童
自
立
支
援
施
設
等
（
児
童
自
立
支
援
施
設
及
び
児

童
養
護
施
設
）
に
対
す
る
送
致
人
員
（
そ
の
大
部
分
は
一
五
歳
以
下
の
少
年
）
は
お
お
む

ね
横
ば
い
で
あ
り
、
年
齢
一
三
歳
以
下
の
少
年
の
送
致
人
員
が
増
加
し
て
い
る
。

②
少
年
院
出
院
者
の
う
ち
刑
事
処
分
を
受
け
た
者
は
、
初
犯
犯
行
時
年
齢
を
見
る
と

二
〇
歳
前
半
か
ら
二
一
歳
前
半
が
ピ
ー
ク
に
な
っ
て
お
り
、
保
護
観
察
終
了
後
、
一
年

で
過
半
数
が
、
約
三
〇
か
月
で
約
八
〇
％
の
者
が
初
回
犯
行
に
及
ん
で
い
る
。

③
少
年
院
出
院
者
の
う
ち
刑
事
処
分
を
受
け
た
者
の
少
年
院
出
院
後
の
居
住
は
、
犯

少年更生と福祉
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